
発行者 徳島県

徳 島 県 報 発行所 徳島県企画総務部

総務監察課法制文書室

定期第８０６号 令和７年３月１８日発行

目 次

※は県例規集登載
【議会規則】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県議会会議規則の一部を改正する規則

２※ 徳島県議会傍聴規則の一部を改正する規則

【議会規程】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県議会の保有する個人情報の保護に関

する条例施行規程の一部を改正する規程



徳
島
県
議
会
規
則
第
一
号

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

徳
島
県
議
会
議
長

須

見

一

仁

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
徳
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

百
三
条
中
「
議
場
」
の
下
に
「
及
び
傍
聴
席
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
議
会
規
則
第
二
号

徳
島
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

徳
島
県
議
会
議
長

須

見

一

仁

徳
島
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
四
項
中
「
、
必
要
」
を
「
議
長
が
必
要
が
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
必
要
」
を
「

議
長
が
必
要
が
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
傍
聴
人
」
を
「
会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
傍
聴
券
」
の
下
に
「
（
特
別
傍
聴
券
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
」
を
「
傍
聴
人
」
に
、
「
に
お
い
て
」
を
「
で
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

傍
聴
人
は
、
係
員
か
ら
要
求
を
受
け
た
と
き
は
、
傍
聴
券
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
第
一
項
中
「
傍
聴
人
」
を
「
傍
聴
券
（
特
別
傍
聴
券
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
」
に
、

「
傍
聴
券
」
を
「
こ
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
終
つ
た
」
を
「
が
終
了
し
た
」
に
、
「
す
み
や

か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
定
員
は
」
を
「
定
員
は
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
定
員
数
」
を
「
定
員
」

に
改
め
、
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
が
あ
る
。

第
九
条
中
「
い
か
な
る
理
由
が
あ
つ
て
も
」
を
削
り
、
「
入
る
」
を
「
入
場
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
聴
席
に
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
傍
聴
席
に
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

銃
器
、
棒
そ
の
他
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

二

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て
い
る
者

三

前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者

四

酒
気
を
帯
び
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

五

そ
の
他
会
議
を
妨
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
傍
聴
人
に
対
し
、
係
員
を
し
て
、
前
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
規
定
す
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
か
否
か
を
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
入
場
を

禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

静
粛
に
す
る
こ
と
。

二

議
場
に
お
け
る
言
論
に
対
し
て
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
然
と
可
否
を
表
明
し
、
又
は
議
場

に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
こ
と
。



三

携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四

飲
食
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

五

そ
の
他
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
写
真
」
の
下
に
「
、
映
画
」
を
、
「
録
音
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条

中
「
の
撮
影
又
は
録
音
」
を
「
を
撮
影
し
、
又
は
録
音
等
」
に
改
め
、
「
特
に
」
の
下
に
「
議
長
の
」
を

加
え
、
「
得
て
い
る
」
を
「
得
た
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
違
反
に
対
す
る
措
置
）

第
十
四
条

議
長
は
、
傍
聴
人
が
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
制
止
し
、
そ
の
命
令

に
従
わ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
退
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
退
場
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
当
日
の
会
議
を
再
び
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。第
十
六
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(裏)



（裏）

傍聴人の守るべき事項

１ 本券の交付を受けた者は、傍聴席に入場できます。ただし、傍聴人の定員を制限

したときは、入場できないことがあります。

２ 入場するときは、係員に本券を提示してください。

３ 係員から要求を受けたときは、本券を提示してください。

４ 退場するときは、本券を返還してください。

５ 議場には入場できません。

６ 傍聴席にあるときは、次の事項を守ってください。

ア 静粛にすること。

イ 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は

議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。

ウ 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

エ 飲食又は喫煙をしないこと。

オ その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこ

と。

７ 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはなりません。

８ 以上のほか、全て係員の指示に従ってください。



様
式
第
二
号
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(裏)



（裏）

傍聴人の守るべき事項

１ 本券の交付を受けた者は、傍聴席に入場できます。ただし、傍聴人の定員を制限

したときは、入場できないことがあります。

２ 入場するときは、係員に本券を提示してください。

３ 係員から要求を受けたときは、本券を提示してください。

４ 会期が終了したときは、本券を返還してください。

５ 議場には入場できません。

６ 傍聴席にあるときは、次の事項を守ってください。

ア 静粛にすること。

イ 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は

議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。

ウ 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

エ 飲食又は喫煙をしないこと。

オ その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこ

と。

７ 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはなりません。

８ 以上のほか、全て係員の指示に従ってください。



様
式
第
三
号
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(裏)



（裏）

傍聴人の守るべき事項

１ 本券の交付を受けた者は、傍聴席に入場できます。ただし、傍聴人の定員を制限

したときは、入場できないことがあります。

２ 入場するときは、係員に本券を提示してください。

３ 係員から要求を受けたときは、本券を提示してください。

４ 退場するときは、本券を返還してください。

５ 議場には入場できません。

６ 傍聴席にあるときは、次の事項を守ってください。

ア 静粛にすること。

イ 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は

議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。

ウ 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

エ 飲食又は喫煙をしないこと。

オ その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこ

と。

７ 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはなりません。

８ 以上のほか、全て係員の指示に従ってください。



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




